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フードバンク認証制度審査基準案作成に当たっての実証事業結果報告 

 

  有限責任監査法人トーマツ 

 

1. 実施概要 

フードバンク認証制度の令和８年度からの本格運用に向けて、当該制度の実証事業を行った。実

施概要は以下のとおりである。 

 

（１） 目的 

フードバンク認証の申請から審査、判定までの模擬フローを通じて、一連の手続きにおけ

る課題等を把握し、改善に向けた示唆を得る。また、実証に参加したフードバンクが「食品

寄附ガイドライン」に基づき作成した審査基準を満たせるかどうかを検証し、認証の判断を

行う基準の明確化と整理を行う。 

 

（２） 実施内容 

消費者庁と委託事業者である当法人の担当者において、以下の３段階で実証を行った。 

     ア．フードバンクから提出された申請書類（認証申請書・認証申請項目一覧表）の確認 

イ．文書審査（審査項目の証憑をデータ形式で入手し、審査を実施） 

ウ．現地審査（各フードバンクを現地訪問し、審査を実施） 

 実証を通じて、現場の運用実態や審査員の視点から、認証申請項目一覧表に記載される

フードバンク認証制度審査基準（以下「審査基準」という。）の不明確な点を明らかにし、

実証に協力いただいたフードバンクからの御意見をもとに、より実効性の高い認証制度構

築に向けて、消費者庁と共に審査基準の改善を行った。 

 

（３） 実施期間 

2025 年 10 月 20 日～2025 年 11 月 28 日 

実証対象としたフードバンク及び審査の実施スケジュールは表１のとおりである。 

 

表１ 実証対象のフードバンク及び審査のスケジュール 

団体名 文書審査 現地審査 

認定 NPO 法人フードバンク山梨 ～11 月 12 日(水) 11 月 13 日(木) 

認定 NPO 法人フードバンク関西 ～11 月 14 日(金) 11 月 17 日(月) 

公益社団法人フードバンクかながわ ～11 月 17 日(月) 11 月 18 日(火) 

認定 NPO 法人セカンドハーベスト・ジャ

パン 
～11 月 19 日(水) 11 月 20 日(木) 

認定特定非営利活動法人フードバンク愛知 ～11 月 21 日(金) 11 月 25 日(火) 

特定非営利活動法人フードバンク福岡 ～11 月 25 日(火) 11 月 26 日(水) 

特定非営利活動法人ふうどばんく 

東北ＡＧＡＩＮ 
～11 月 27 日(木) 11 月 28 日(金) 
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2. 審査基準における確認事項 

審査基準における確認事項は以下のとおりである。 

① 審査基準は、「食品寄附ガイドライン」の内容に則って具体化されているか。過不足はな

いか。 

② 審査基準は、フードバンクにとって実現可能な内容となっているか。 

③ 審査基準は、審査員にとって審査可能な内容となっているか。 

④ 審査基準は、フードバンク及び審査員の双方にとって理解しやすい構成・記載となってい

るか。 

 

3. 実証で確認された課題 

審査を行った結果、確認された課題は以下のとおりである。 

（１） 審査基準全体に関する課題 

審査基準について、実証前の段階では、「食品寄附ガイドライン」第４章の構成に従って

審査項目を記載していたことから、関連する審査内容が点在し、確認項目の重複や区別が

難しいものがあり、申請業務及び審査業務のフローが非効率であった。 

 

（２） 具体的な審査項目に関する課題 

① 輸配送の記録について、実証実施前の審査基準においては、フードバンクが具体的にどの

ような記録をするべきか明確ではなかった（審査基準案 No.19） 

② 輸配送をするための保有車両について、「寄附食品を輸配送するための輸配送車両を〇台

以上保有している」と保有車両の台数のみを確認することとしていたため、審査基準が明

確ではなかった。（審査基準案 No.19） 

③ 情報公開について事業計画書を 「ホームページ等で開示している」としていたが、審査基

準を遵守しているとして認められる公開先が不明確だった。（審査基準案 No.38） 

④ 寄附食品の取扱いに関する記録表等の記録に関する証憑について保存期間が明確ではな

かった。（審査基準案 No.44） 

⑤ 合意書に関して、食品寄附者との間で締結したものと提供先との間で締結したもののい

ずれを確認するのか不明確であった。（審査基準案 No.45、No.46） 

 

4. 実証で確認された課題への対応 

（１） 審査基準全体に関する課題への対応 

① 審査項目を「第１ 入庫時の確認事項」、「第２ 保管時の確認事項」、「第３ 提供時の確

認事項」、「第４ 体制・ガバナンスに関する確認事項」の 4 区分に整理し、審査項目の

並び順を、食品の受け入れから提供までの流れに沿って並び替え、その後にガバナンス

面を確認するという構成に変更したことにより、点在していた項目の体系的な整理と審

査の流れの明確化が実現された。フードバンクはどの段階でどのような情報や書類が必

要になるかを把握しやすくなり、審査員においては審査業務の効率化の向上につながっ

た。 
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（２） 具体的な審査項目に関する課題への対応 

① 輸配送の記録について、「伝票など、配送日・回数、輸配送時の冷凍・冷蔵品の温度確

認に関する資料」が必要であることを明確にした。（審査基準案 No.19） 

② 輸配送の車両について、保有台数の確認だけではなく実際の運用状況に即し、「食品の

寄附のための輸配送に困難が生じていないか」を確認することとした。（審査基準案

No.19） 

③ 情報公開について、「食品寄附ガイドライン」の趣旨は、誰でもいつでも資料を確認で

きる状態であればガイドラインの要件を満たすため、「事務所を訪れた者が手に取れる

ような場所等」であれば問題ないことを審査基準に明記した。また公開先の具体例に

ついても、フードバンクのホームページのほか、国や自治体が認める NPO ポータルサ

イト（内閣府、東京都生活文化局）を追加し、基準を明確にした。（審査基準案

No.38） 

④ 寄附食品の取扱いに関する記録表等は、原則 1 年以上の保存が必要であることを明確

にした。（審査基準案 No.44） 

⑤ 合意書に関して、食品寄附者との間で締結したものと提供先との間で締結したもののい

ずれを確認するのか審査項目及び証憑等に明記した。（審査基準案 No.45、No.46） 
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５．参考事例 

 実証を通じて、フードバンクにおける体制や取組に関する参考事例を以下に示す。 

 

【入庫時の商品情報登録】 

ハンディのデバイスで JAN コードの読み取りが可能。食

品寄附者から受け取った商品の JAN コードを読み取って、

あらかじめ登録されている食品寄附者から受取予定の寄

附食品データの中から該当食品を呼び出し、仕入先 ・賞味

期限 ・個数 ・重量を入力して登録し、在庫データとして保

存する。 

 

 

【寄附食品受取時の登録】 

提供先団体が倉庫に寄附食品を取りに来る際に各団体が

利用する受取用のカートに、タブレットを装着している。

タブレットで専用のアプリを呼び出し、受け取った食品の

情報をその場で入力することにより、配布した食品が区別

され、フードバンクの在庫管理を行っている。 

 

 

【入出庫情報の紐づけ】 

入出庫管理システムの入庫情報画面では、食品分配明細

（出庫日、出庫先施設名、施設種別、品目、重量、個数）

が自動出力できるようになっており、入庫情報と出庫情報

の紐づけを行っている。 

 

PC 入庫情報画面イメージ 

 

【電話応対のメモ記録】 

提供先からの食品の希望等を電話で受ける際、付箋等でメ

モをすると記録を保存することが困難であるため、市販の

電話連絡帳を用い、電話を受ける都度電話連絡帳に記載す

ることで、継続記録が可能となっている。 

 

電話連絡帳のイメージ 

 

カートの手すり

にタブレットが

据え付けられて

いる 
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【事故対応手順書】 

どの担当者でも対応できるよう、簡潔かつ明瞭な事故対応

手順書を整備している。具体的には、想定される事故、対

応フロー、連絡体制、事故報告時に使用する書式（事故連

絡記録表、回収実績表、保健所報告文書等）、連絡先等を

分かりやすく記載・整備している。 

 

 

【Excel（マクロ）を活用した帳票管理】 

Excel のマクロを使用し受払の継続記録を実施している。

マクロを利用することで、記録に係る事務負担を軽減しつ

つ、必要な受入日や品目、数量、寄附元を記録するフォー

マットを作成しており、トレーサビリティの確保ができて

いる。 

 

【衛生管理点検表】 

毎日衛生点検を実施し、点検結果をファイルにまとめて保

存している。チェックにあたり、担当者及び責任者のサイ

ンやチェックした時間も記録している。倉庫内の清掃やト

イレ清掃、害虫等の発生状況及び発生した場合の対応等の

項目を毎日点検し記録し、保存している。 

 

 

【寄贈品・非売品シール】 

転売防止を目的として、配布時に寄贈品・非売品シールを

段ボールに貼付し、寄贈品・非売品であることを明確にし

ている。また問い合わせ先を明示し、問い合わせがあった

際に、フードバンクに連絡が来るようになっている。 

 

「問題発覚」、「初期対

応」、「保健所・関係者

への連絡」、「回収実

施」と一連の流れで実

施すべきことを簡潔に

記載している。 
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【個数カウントの正確性向上】 

段ボール一つずつ〇/〇（〇個分のうちの〇個め）と数字

が記載されており、数が多い場合でも抜け漏れなく配布さ

れるように管理を工夫している。 
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